
 

 

 

 

寒川町介護認定審査会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成 27 年 12 月 21 日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町規則第 36 号 

 

寒川町介護認定審査会規則の一部を改正する規則 

 

寒川町介護認定審査会規則（平成12年寒川町規則第15号）の一部を次のように改正

する。 

第2条中「2合議体」を「5合議体以内」に改め、同条「9人」を「5人以内」に改める。 

附 則 

この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 


